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１．件 名 

 イオン照射研究施設等に係る放射線管理業務等請負契約 

 

２．目的（まえがき） 

本仕様書は、量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所（以下

「QST」という。）のイオン照射研究施設等に係る放射線管理業務等を受注者

に請負わせるための仕様について定めたものである。 

受注者は本業務を確実にかつ効率的に実施するため、施設の構造、測定器

及び測定装置の取扱方法並びに関連法令等を十分に理解し、受注者の責任と

負担において計画立案し実施するものとする。 

 

３．履行場所 

群馬県高崎市綿貫町１２３３番地 
 量子科学技術研究開発機構 高崎量子技術基盤研究所 

(1) イオン照射研究施設 

ａ．サイクロトロン棟 

ｂ．イオンビーム研究棟 

ｃ．複合ビーム棟 

(2) コバルト第１照射棟 

(3) コバルト第２照射棟 

(4) １号加速器棟 

(5) 総合管理棟 

(6) 食品照射ガンマー線照射棟 

(7) 危険物倉庫 

(8) 防護器材倉庫 

(9) 排水モニタ室 

(10) 構内(モニタリングポスト等) 

 

４．実施期間及び作業時間 

(1) 実施期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月

３日まで）、その他 QST が特に指定する日を除く。 

(2) 作業時間 

原則として次の時間帯に実施する。 

平日 ９：００ ～ １７：３０ 
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ただし、必要がある場合は、上記に定める作業時間以外の時間及び(1)

ただし書きに定める日であっても実施することがある。 

なお、地震、停電、故障等の緊急時にあっては、QSTの指示による点検

等を行うことがある。この場合の費用は、別途協議の上決定する。 

 

５．業務内容 

本業務を実施するに当たっては、本仕様書に定める事項の他、放射線管理

マニュアル、機器取扱説明書等を十分理解のうえ実施するものとし、受注者

は業務の分担、人員配置、スケジュール及び実施方法等について実施要領を

定め、QST の確認を受けるものとする。なお、受注者は、業務分担、人員配

置に関し、イオン照射研究施設における随時の業務に対応するため、極力、

イオン照射研究施設に常駐することを考慮するものとする。 

業務項目及び実施方法は以下に示すものとし、実施対象施設及び実施頻度

を表－１に示す。なお、実施頻度に関して、対象施設の稼働状況や所内規程

等に基づき業務項目が免除できる場合は、この限りではない。 

 

5.1  作業環境の放射線モニタリング業務 

(1) 外部放射線モニタリング 

ＧＭ管式サーベイメータあるいは必要に応じて電離箱式サーベイメー

タ、中性子サーベイメータ等を使用して、対象施設の管理区域内及び管

理区域境界の線量当量率を測定する。測定結果はそれぞれ各施設の「線

量当量率測定記録（例）」（様式 1-1）又は「管理区域境界線量当量率測定

記録（例）」（様式 1-2）に記録し報告する。また、各施設の管理区域入口

付近にある施設図面に測定結果を記入する。測定点は、原則として様式

に示してある点とするが、管理方法の変更等に基づき適宜見直しを行う

ものとする。 

(2) 表面汚染モニタリング 

対象施設の管理区域内及び管理区域入口付近の床面等について、スミヤ

法等により表面密度を測定する。スミヤろ紙の測定はα線（対象施設の

一部）及びβ線の放射能について行うが、必要に応じてγ線の核種分析

及び放射能測定を行う。測定結果は各施設の「表面密度測定記録（例）」

（様式 2）に記録し報告する。また、各施設の管理区域入口付近にある施

設図面に測定結果を記入する。測定点は原則として様式に示してある点

とするが、管理方法の変更等に基づき適宜見直しを行うものとする。 

(3) 空気汚染モニタリング 

原則として毎週月曜日(週の最初の出勤日)に、イオン照射研究施設の第
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１種管理区域内の作業環境中及び排気口の空気の一部を採取している試

料採取用ろ紙等を交換し、回収する。また、月の最初の試料採取用ろ紙

等の交換時に、ブロアポンプの運転の切替を行う。 

ａ．室内塵埃の測定 

回収した作業環境中の空気の一部を採取していた試料採取用ろ紙等は、

α線及びβ線の放射能を測定し空気中放射能濃度を求める。また、必要

に応じてγ線の核種分析を行い空気中放射能濃度を求める。測定結果は

「室内塵埃測定記録」（様式 3.1 ～ 3.4）に記録し報告する。 

ｂ．排出塵埃の測定 

回収した排気口の空気の一部を採取していた試料採取用ろ紙等は、α線

及びβ線の放射能測定並びにγ線の核種分析を行い空気中放射能濃度を

求める。測定結果は「排出塵埃測定記録」（様式 3.5 ～ 3.6）に記録し報

告する。 

(4) 液体試料の放射能濃度測定 

ａ．線源貯蔵プール水 

対象施設の線源貯蔵プール水から採取した液体試料のγ線核種分析を

行い、液体試料の放射能濃度を求める。測定結果は「液体測定記録」（様

式 4.1）に記録し報告する。 

ｂ．排水合流水槽水 

排水合流水槽水から採取した液体試料を蒸発乾固した後、α線及びβ線

の放射能を測定し液体試料の放射能濃度を求める。また、液体試料のγ

線の核種分析を行い液体試料の放射能濃度を求める。測定結果は「液体

測定記録」（様式 4.2）に記録し報告する。 

ｃ．処理水貯留槽の廃液を処理した後のリサイクル水 

リサイクル水から採取した液体試料を蒸発乾固した後、α線及びβ線の

放射能を測定し液体試料の放射能濃度を求める。また、液体試料のγ線

の核種分析を行い液体試料の放射能濃度を求める。測定結果は「液体測

定記録」（様式 4.2）及び「液体測定依頼票」（様式 4.4）に記録し報告す

る。 

ｄ．放射線管理上測定が必要な液体が発生した時の試料水 

試料水から採取した液体試料を蒸発乾固した後、α線及びβ線の放射能

の測定、液体試料のγ線の核種分析を行い液体試料の放射能濃度を求め

る。測定結果は「液体測定記録」（様式 4.2 ～ 4.3）に記録し報告する。 
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5.2  搬出物品及び照射試料等の汚染検査業務 

対象施設の管理区域から搬出する物品及び照射試料等の表面密度をス

ミヤ法及びサーベイ法で測定する。搬出する物品及び照射試料等は、原

則としてα線及びβ線について測定し、必要に応じてγ線の核種分析及

び放射能測定、線量当量率についても測定する。測定結果は測定対象物

の種類に応じて、「搬出物品汚染検査記録」（様式 5.1）、「物品汚染検査票」

（様式 5.2）、「研究用照射試料搬出汚染検査票」（様式 5.3）又は「放射

性同位元素等運搬記録票」（様式 5.4）等に記録し報告する。 

 

5.3  放射線管理用モニタ等の点検業務 

(1) 放射線管理用モニタ及びサーベイメータの点検 

ａ．放射線管理用モニタの日常点検 

記録計及び放射線モニタ監視装置のトレンド表示等で指示値変動や動

作を確認することにより、対象施設の放射線管理用モニタが正常に動作

していることを確認する。 

ｂ．放射線管理用モニタの点検 

対象施設の放射線管理用モニタについて動作状況を点検し、その結果を

「管理用計測機器点検記録(モニタ類)」（様式 6.1）に記録し報告する。 

ｃ．サーベイメータの点検 

対象施設のサーベイメータについて動作状況を点検し、その結果を「管

理用計測機器点検記録(サーベイメータ類)」（様式 6.2）又は、「管理用計

測機器点検記録（サーベイメータ類）」（様式 6.3）に記録し報告する。 

ｄ．記録計の点検 

原則として毎月初めに放射線管理モニタ用記録計の点検を行う。 

(2) サーベイメータの定期交換 

対象施設に配置されているサーベイメータのうち、校正期限の近づいた

サーベイメータの交換・回収を行う。回収したサーベイメータは定期校

正のため、梱包等の輸送準備をする。また、定期校正が終了し戻ってき

たサーベイメータの対象施設への再配置を行う。 

(3) 計測機器等の点検 

ａ．計測機器等の点検 

作業環境の放射線モニタリングに使用する計測機器の動作状況を点検

し、その結果を「計測機器点検記録」（様式 7.1）に記録し報告する。 

ｂ．計測機器の校正 

作業環境の放射線モニタリングに使用する計測機器の校正を行い、その

結果を「管理用計数装置校正記録」（様式 7.2）に記録し報告する。 
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ｃ．液体窒素の採取及び補充 

サイクロトロン棟トラックエリアに設置されている液体窒素供給装置

から液体窒素を採取し、管理しているゲルマニウム半導体検出器冷却用

デュワー瓶に補充する。 

(4) 放射線管理モニタの指示記録 

対象施設の放射線管理モニタの指示値が平常値であることを確認し、そ

の結果を「放射線管理モニタ指示記録」（様式 8）に記録し報告する。 

  

5.4  個人被ばく管理業務 

(1) 個人被ばく管理に必要な手続きの受付及び問合せ対等 

ａ．個人被ばく管理に必要な手続きの受付 

放射線業務従事者の指定登録、指定解除登録等の個人被ばく管理に関す

る依頼書等に係る受付を行う。なお、依頼書等の受付に際しては、記載

事項に不備がないことを確認する。 

ｂ．個人被ばく管理に必要な手続きの問合せ対応 

受付時及び電話等による個人被ばく管理に必要な手続き等に関する問

合せ対応を行う。 

(2) 放射線業務従事者の個人線量計の管理 

ａ．個人線量計の定期交換 

放射線業務従事者が所属する課等に対して、定期交換時期であることの

連絡を行い、交換用の個人線量計の配布及び回収を行う。回収した個人

線量計は指定した場所へ送付する。 

ｂ．放射線業務従事者への個人線量計の貸出・返却 

指定登録依頼書及び指定解除登録依頼書等に基づき、個人線量計の貸

出・返却に関する必要な手続きを行い、依頼書等に対する個人線量計の

貸出又は返却された線量計の受理を行う。返却された個人線量計は指定

した場所へ送付する。 

(3) 内部被ばく測定 

ホールボディーカウンタにより、放射線業務従事者の内部被ばく測定を

実施する。実施前に、測定該当者の選定、測定該当者への連絡及びホー

ルボディーカウンタの校正を行った後、被測定者の体内放射能を測定し、

その結果を「内部被ばく確認検査票」(様式 9.1）に、測定前の校正結果

を「管理用計測機器校正記録」（様式 9.2）に記録し報告する。 

(4) 個人被ばく管理用機器の点検 

個人被ばく管理に使用する、ホールボディーカウンタ及びポケット線量

計等の管理用機器が正常に動作することを確認し、その結果を「個人被
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ばく管理用機器点検記録」（様式 10.1）、「警報付ポケット線量計点検記録」

（様式 10.2）又は「ポケット線量計点検記録」（様式 10.3）に記録し報

告する。 

(5) 個人被ばく管理に関する調査及び書類の整理等 

ａ．個人線量管理状況調査 

個人線量計の定期交換及び内部被ばく測定の実施に併せて、放射線業務

従事者が所属する課等に対して個人線量管理状況調査を行う。 

ｂ．内部被ばく確認検査対象者の調査 

原則として年度初めに、放射線業務従事者が所属する課等に対して内部

被ばく確認検査対象者の調査を行う。 

ｃ．放射線業務従事者の指定登録継続の調査 

年度末に、職員等以外の放射線業務従事者の作業担当課等に対し、次年

度も引き続き放射線業務従事者の指定登録を継続する者の調査を行う。 

 

5.5  環境放射線等の監視業務 

(1) 環境放射線等の監視 

各装置（環境放射線監視装置、気象観測装置及び排水放射線監視装置）

の記録計及びトレンド表示等で指示値変動を確認することにより、機器

が正常に動作していることを確認し、その結果を「環境放射線モニタ指

示確認記録」（様式 11.1）及び「排水放射線監視モニタ指示記録」（様式

11.2）に記録し報告する。また、各装置の日報等のデータを出力し、整

理する。 

(2) 環境放射線測定用線量計の管理 

ａ．環境放射線測定用線量計の交換等 

環境放射線測定用線量計の交換・回収を行う。回収した線量計は指定

した場所へ送付する。 

ｂ．配置用収納箱の保守 

「5.1 作業環境の放射線モニタリング業務」において、対象施設の稼働

状況により表－１に示す頻度で測定業務等を実施できないときは、環境

放射線測定用線量計の配置用収納箱の清掃・塗装を行う。 

(3) 事業所境界の線量当量率の測定 

ＮａＩシンチレーション式サーベイメータ、中性子サーベイメータ等を

使用して、高崎量子技術基盤研究所の事業所境界付近の線量当量率を測

定する。測定結果は「事業所境界線量当量率測定記録」（様式 11.3）に記

録し報告する。測定点は、原則として様式に示してある点とするが、管

理方法の変更等に基づき適宜見直しを行うものとする。 
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(4) モニタリングポストの点検等 

ａ．記録計の点検等 

原則として毎月 1 日前後にモニタリングポストの記録計の記録紙を交

換又は記録計のデータを回収するとともに記録計の点検を行う。 

ｂ．周辺の環境整備 

「5.1 作業環境の放射線モニタリング業務」において、対象施設の稼働

状況により表－１に示す頻度で測定業務等を実施できないときは、モニ

タリングポスト周辺の草刈り等を行う。 

 

5.6  放射線管理業務に係る付帯業務 

(1) 放射線作業の放射線モニタリング 

必要に応じて、対象施設の定常的な放射線作業に立会うものとする。立

会ったときは、「放射線作業連絡票」（様式 12.1）及び「作業立会記録」

（様式 12.2）に放射線モニタリングデータ等を記録し報告する。 

(2) ガスモニタデータの集計 

ａ．排出ガスモニタ 

サイクロトロン運転時及び非密封ＲＩ使用実験時等において、放射線モ

ニタ監視装置の収集データを集計し、放出量等の算出を行う。算出した

結果は「排出ガス測定記録」（様式 13.1）に記録し報告する。 

ｂ．室内ガスモニタ 

放射線モニタ監視装置の収集データを集計し、一日平均濃度等の算出を

行う。算出した結果は「室内ガス測定記録」（様式 13.2）に記録し報告す

る。 

(3) 測定済試料等の整理 

5.1及び 5.2等の業務で測定を行った試料等の整理を行う。 

(4) 消耗品の在庫管理 

5.1、5.2 及び 5.5 等の業務で使用する試料採取用ろ紙等、試料測定用

消耗品及びその他消耗品等の在庫管理を行い、不足することが予想され

る消耗品について報告する。 

(5) 記録類の整理 

作成した記録類や依頼書等については、記録名称等を表示した専用のフ

ァイルを作成し、綴じ込み、所定のキャビネットへの保管を行う。また、

個人情報ファイルに該当する記録類について保管状況の点検を行う。 

(6) その他 

放射線管理業務に係る資料作成及び放射線管理データの整理等を行う。 
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5.7  保安管理業務 

(1) 実験廃液等の保管管理 

実験廃液等の受入れ及び廃棄に伴う手続きを行うとともに、実験廃液等

の集計を行う。また、実験廃液等を入れる容器の在庫管理を行い、容器

が不足することが予想される場合には報告する。 

(2) 危険物倉庫の点検等 

ａ．危険物倉庫の点検 

「屋内貯蔵所(平家建)点検表」（様式 14.2）の点検項目の内で、危険物

倉庫が該当する項目について点検を行い、結果を「製造所等定期点検記

録表(積載式タンク貯蔵所を除く)」（様式 14.1）及び「屋内貯蔵所(平家

建)点検表」（様式 14.2）に記録し報告する。 

ｂ．危険物倉庫の整備 

「5.1 作業環境の放射線モニタリング業務」において、対象施設の稼働

状況により表－１に示す頻度で測定業務等を実施できないときは、危険

物倉庫の清掃等を行う。 

(3) 防護活動器材の点検等 

ａ．防護器材の点検 

対象施設の防護器材の動作確認等及び空気呼吸器ボンベの充填圧等の

確認を行い、結果を「防護機材点検表」（様式 15.1）に記録し報告する。 

発電機及び防護器材運搬装置の動作確認を行い、結果を「可搬式発電機

及び防護機材運搬装置試運転記録」（様式 15.2）に記録し報告する。 

ｂ．防護活動器材等の整備 

「5.1 作業環境の放射線モニタリング業務」において、対象施設の稼働

状況により表－１に示す頻度で測定業務等を実施できないときは、防護

器材庫の清掃又は防護活動器材の一部である空気呼吸器の清掃等の整備

を行う。 

 

5.8  その他 

5.1～5.7の業務において、測定値等の変動及び異常等が認められた場合は、

速やかにその旨を報告する。 

添付書類の様式を変更したときは、変更後の様式で報告するものとする。

また、添付書類の様式以外での報告を求めた場合は、報告方法等について協

議のうえ決定する。 

提出する帳票類の内容について、記載内容に誤り（数値等の間違いや記入

もれ等）が無いことを提出前に確認する。 
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６．標準要員数    ２人 

 

７．必要な能力・資格等 

(1) 本業務は管理区域内作業を伴うため、本業務に従事する作業者は放射線

業務従事者であるものとする。 

(2) 管理区域内における放射線業務又は放射線管理業務の経験を有するも

のとする。 

(3) 放射線業務従事者に必要な教育訓練、健康診断は受注者の責任において

作業前に実施するものとする。 

(4) 放射線業務従事者として登録及び管理区域に入域する際や防護区域立

入者として登録する際に、身分確認を行う必要があるため、放射線管理

手帳及び運転免許証などの公的身分証明書(原本)を提示するものとする。 

 

８．支給品及び貸与品等 

本業務に必要な機器及び消耗品は、QST が無償支給あるいは無償貸与する

ものとする。支給品及び貸与品を表－２に示す。 

本業務を実施する上で必要な、通信費用及び運搬費用については QST が負

担する。 

なお、支給品及び貸与品を本業務以外には使用してはならない。特に情報

漏えい等の防止のため、貸与品であるパーソナルコンピュータ及び計測機器

に付属しているパーソナルコンピュータを本業務以外(私的な使用を含む。)

に使用してはならない。 
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９. 提出書類 

   
書 類 名 指定様式 提出期日 

提出

部数 
備 考 

1 総括責任者届 QST 様式 
契約後及び変更

のつど速やかに 
１部 

総括責任者

代理も含む 

2 実施要領書 指定なし 〃 ２部  

3 従事者名簿 指定なし 〃 １部  

4 年間業務計画 指定なし 〃 １部  

5 業務予定表 指定なし 毎月初め １部 欄外参照 

6 業務日報 指定なし 
業務終了時 

（業務実施日ごと） 
１部 

 

7 業務月報 指定なし 翌月７日まで １部  

8 完了報告・請求書 指定なし 〃 １部  

9 
その他 QST が必要に応

じて求める事項 
   

詳細は別

途協議 
２及び４については、事前に QST の確認を得るものとする。また、5 及び６に

ついては、事前に QST から様式について確認を得るものとする。 
５については「5.1 作業環境の放射線モニタリング業務」及び施設の稼働状況

により当該業務の排他的(代替的)に実施する業務のみ 
 
10．検査条件 

完了報告・請求書、業務日報、業務月報の確認並びに仕様書の定めるとこ

ろに従って実施されたと QSTが認めた時をもって完了とする。 

 

11. 特定放射性同位元素の防護に関する秘密保持 

受注者が本業務を履行するにあたり、QSTによる開示、QSTへの質問及び現

地調査等により QSTから取得した情報並びに本業務の履行の過程で生成した

情報等のうち、QSTが秘密と指定した情報及びこれを含む図表や文書等(以下、

機微情報)について次のように扱い、本契約終了後においても同様とする。

なお、機微情報については媒体を問わない。 

(1) 機微情報は本業務の目的にのみ使用すること。 

(2) 機微情報については厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示しない

こと。 

(3) 再委託を行う場合は、その者に対して秘密の保てる措置を講じて必要な

範囲内で機微情報を開示すること。 

(4) 機微情報の処理・処分を要請されたときは、QSTの指示に従って実行す

ること。 

(5) 機微情報の漏えい及び漏えいの疑いが生じた場合は、直ちに QSTに連絡

すること。 
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(6) 本項に定めの無い事項及び本項に関して疑義が生じた事項については、

QSTと誠意を持って協議し、その解決にあたること。 

 

12. 特記事項 

(1) 受注者は QSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い

技術力及び高い信頼性を社会に求められていることを認識し、QSTの規程

等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させ

ること。 

(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関す

る各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施

設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受

け、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面

により QSTの確認を受けた場合はこの限りでない。 

(3) 受注者は QST の保有する個人情報の取扱いに係る業務を行う場合にお

いては QST の個人情報保護規程に基づき、個人情報の漏えい、滅失又は

毀損のないように取り扱うこと。 

(4) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程類を

遵守するものとし、QSTが安全確保のための指示を行ったときは、その指

示に従うものとする。 

ａ．放射性同位元素等の規制に関する法律 

ｂ．労働安全衛生法 

ｃ．高崎量子技術基盤研究所安全衛生管理規則 

ｄ．高崎量子技術基盤研究所放射線障害予防規程 

ｅ．高崎量子技術基盤研究所エックス線装置保安規則 

ｆ．高崎量子技術基盤研究所事故対策規則 

ｇ．高崎量子技術基盤研究所放射線安全取扱手引 

ｈ．高崎量子技術基盤研究所ガンマ線照射施設防護区域立入手順書 

ｉ．個人情報保護規程 

(5) 受注者は異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものと

する。 

(6) 受注者は従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の

責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うもの

とする。 

(7) 受注者は事故・故障等で呼び出し通報を受けたときは、直ちに出動して

適宜の措置を講ずるものとする。 

(8) 受注者は QSTが伝染性の疾病（新型インフルエンザ等）に対する対策を

目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するもの

とする。 
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(9) 受注者は、本契約の期間終了に伴い、本契約の業務が次年度においても

継続的かつ円滑に遂行できるよう、新規受注者に対して、QST が実施す

る基本作業マニュアル、現場等における設備・機器類、作業実施状況、

安全管理上の留意点などの基本事項説明への協力を行うこと。 

  なお、基本事項説明の詳細は、QST、受注者及び新規受注者間で協議の

うえ、一定の期間（３週間以内）を定めて本契約の期間終了日までに実

施する。 

(10) その他仕様書に定めのない事項については、QST と協議のうえ決定す

るものとする。 

 

13. 協 議 

本仕様書に定めのない事項や各業務の実施対象施設以外の施設において業

務を実施する必要がある場合及びその他の疑義事項がある場合にあっては、

QST 担当者と受注者間において協議のうえ、その決定に従うものとする。な

お、協議を行った場合にあっては、受注者側において協議の議事録を２部作

成し、作成後速やかに QST担当者の確認を得るものとする。 

 

14．総括責任者 

受注者は本契約業務の履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令

する者（以下「総括責任者」という。）及びその代理人を選任し、次の任務

に当たらせること。 

(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

(2) 本契約業務履行に関する QSTとの連絡及び調整 

(3) 仕様書に基づく定常外業務の請負処理 

(4) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関

する事項 

 

15．グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進

等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生

する場合は、これを採用すること。 

(2) 本仕様に定める提出書類（納入印刷物）については、グリーン購入法の

基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

16．環境配慮活動への協力 

  本契約の履行にあたっては、QSTの環境方針及び環境目標等を理解のうえ、

QSTの環境配慮活動に協力するものとする。 
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表－２  支給品及び貸与品 

 

項  目 品    名 数  量 

支     

給     

品 

試料採取用ろ紙等 

試料測定用消耗品 

保護衣 

保護具 

記録用紙(様式 1.1～様式 15.2） 

その他消耗品(本業務に用いるものに限る) 

一  式 

貸 

 

与 

 

品 

個人線量計 

保護具 

黄色実験衣 

特殊作業衣 

一  式 

放射線測定用サーベイメータ 

放射能測定器 

ホールボディーカウンタ 

線量測定器 

刈払機 

一  式 

居室 総合管理棟環境放射線監視室の一部 

居室 イオン照射研究施設１１９号室の一部 

机、椅子、ロッカー 

工具類 

パーソナルコンピュータ 

放射線管理マニュアル、機器取扱説明書及

び参考図書等 

一  式 

 


